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江戸川区住宅等整備指導要綱 
－宅地開発及び戸建て集団住宅－ 

 
 
 

平成１７年４月１日 

江 戸 川 区

都市開発部 都市計画課 開発指導係 
ダイヤルイン ０３（５６６２）１１０１ 
F  A  X ０３（５６０７）２２６７ 

江戸川区まちづくりホームページ 
http://www.machidukuri.city.edogawa.tokyo.jp 

（指導要綱のダウンロード・用途地域の検索・地区計画の内容等） 



宅地開発及び集団戸建住宅標準流れ図 
 
 

事前相談及び事前調査 
（境界確認、建築法令関係、上下水道、

ガス、清掃事務所等）巻末１使用のこと 
［巻末２「開発行為等に関する事

前調査書」提出のこと］ 

要綱協議申し入れ 
［Ｐ.10 添付書類一覧参照］ 

関連機関協議（区内部） 

協 議 書 交 付 

協議書取り交わし 

協 議 成 立 

建築確認申請受付 

公共施設管理者との同意、 
協議申請（法第３２条） 

江戸川区基本計画等 
・街づくり基本プラン・住まいの基本計画・地区街づくり 

調査・把握 

標準事務処理期間 

３０日 

建物完了検査・指導要綱完了検査 〔Ｐ．２〕 

（企画） 

（地域により） 
都市計画法第 53条許可申請 

開発許可申請（法第２９条） 

提出後、７～１０日間の調査期間を経

て開発行為の可否等を判断します。 

この手続きは、申請者に
おいて各管理者と直接、
協議していただきます。
道路管理者が区以外の
場合は左の要綱協議申
し入れに進んで下さい。 
･既存、新設道路管理者 
（区、都、国他） 
･下水道管理者  
･消防施設管理者 
･都環境局等 

開発行為の完了検査 

(法第 36 条第 2項)及び

検査済み証交付(第 3 項)

開発行為該当：開発行為非該当 

手数料払込 

工事完了届 

工事着手届 

開発登録簿提出 

公共施設管理者との同意 

開発許可（法第３５条） 

開発行為の工事着手 

開発行為の工事完了 

建築承認 
(法第37条第1項） 

４週間 

２週間 ２部 

3部 

新設道路に接しない

区画や農転のみの場

合等が対象です 

手続き詳細は、別冊の 
「開発行為の手引」参照 



 

街路灯関係資料 
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土地利用計画図兼緑化計画図（見本） 
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後退部分：車道舗装３０型（区 新設道路：車道舗装２５型（私
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道路構造図 



様式７ 

工 事 完 了 届          
平成  年  月  日 

 
江 戸 川 区 長          殿 

事業者  住所 
     氏名             印 

 
江戸川区住宅等整備指導要綱に基づいて整備する事項について、下記のとおり

工事完了いたしましたのでお届けします。 
 

記 
１．事 業 者                                   
 
２．施 行 地                       （住居表示     ） 
 
３．開 発 名 称                              
 
４．協議締結年月日（協議書表面の日付）      平成  年  月  日 
 
５．協 議 番 号（協議書裏面文末の番号）      K －   －     
 
６．施 行 業 者                                   
 
７．現場責任者                                    

 
８．担当者・連絡先  担当者           電話  （    ）      
  
※受 付 番 号         平成  年  月  日 第       号 

※検 査 年 月 日         平成  年  月  日 

※検 査 結 果        合       否 

※検 査 員        
都市計画課開発指導係 
 
 

※特 記 事 項         

 
  備考  ① ※印のある欄は記入しないでください。 
            ② ２部提出のこと。（うち、１部はコピー可。） 
            ③ 協議締結後に変更が生じた場合、担当にその旨を連絡すること。 
事 務 

 
処理欄 

土木部計画課調整係 
 
 

 
巻末－６ 



開発行為等に関する事前調査書 
平成  年  月  日 

１．事業の種類 戸建て開発 ・ その他の開発（建物用途           ） 

２．事業者 住 所 
氏 名               TEL   （    ） 

３．連絡先 
住 所 
事務所名  
担当者               TEL   （    ） 

用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 防火・準防火 
４．用途地域等  ％ ％   

５．各法令等 
（該当するものに〇） 

・土地区画整理事業（予定区域・施行中・施行済）  
・都市計画道路（予定区域・施行中） ・都市計画公園予定地内 
・地区計画内 ・沿道地区計画地内  ・他（           ） 

地名地番 江戸川区 
６．所 在 地 

住居表示 江戸川区 

７．地   目               （ 現 況              ） 

新設道路 接続先道路 
計画区域面積 区画数 

幅 員 延 長 幅員① 幅員② 

㎡ 区画 ｍ ｍ ｍ ｍ 
８．土地利用計画 

ごみ集積場     ㎡ 防犯灯・街路灯   基 舗装 透水・保水・他 

添付書類：案内図・現況図・土地利用計画図・公図 (写 )・土地謄本 (写 )  
連絡先 都市計画課開発指導係 03-5662-1101 

事務処理欄 

部 長 参  事 課 長 係  長 主 査 担 当 
      

・ 開発行為該当 有り・無し 

・ 指導要綱対象 有り・無し 

・ ５３条対象  有り・無し 

現場調査日    ／   

調査結果  支障なし ・ 指導あり 
結果連絡    ／  （   ）済 

 
 
 
 
 

巻末－２ 

受付№    年度    地域    号 
       －     － 

受付印 

地図   頁   
       － 



事前相談表                             

協議事項  協 議 先   確認・協議内容 
日 付 及 び

協議先担当者

 総合窓口 

 

 都市開発部都市計画課 

開発指導係  第３庁舎

事前調査書[巻末２]提出：平成  年  月  日 

回答：平成  年  月  日 

指導内容： 

 

 

 

 建築関係 

 

 都市開発部建築指導課 

指導第一～三係第３庁舎

 

 

 

 

建築基準法

道路扱い 

都市開発部建築指導課 

細街路係   第３庁舎

前面道路①： 

前面道路②： 

 

位置指定道路 都市開発部建築指導課 

調査係    第３庁舎

  

 区道関係 

① 道路幅員 

② 他 

土木部    第２庁舎２Ｆ

庶務課施設係 

計画課調整係 

前面道路①： 

前面道路②： 

 

 

 

防犯灯 

（30ｍ以上） 

土木部    第２庁舎２Ｆ

庶務課庶務係 

  

 広報掲示板 

（30区画以上） 

 企画経営部広報課 

    東棟３Ｆ

  

児童遊園 

（3000㎡以上） 

土木部計画課水と緑の推進係

第２庁舎２Ｆ

 

 

 

 

区

役

所

内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 防災施設 

（3000㎡以上） 

 環境防災部防災課 

     北棟３Ｆ

 

 

 

 

 都道関係 

 

 東京都第五建設事務所 

 

 

 

 

 

 下水道関係 

 

 下水道局東部第二管理事務所

都庁下水道局管路管理課

 

※本管の位置確認のこと→配管配線図へ 

 

 水道関係 

 

 所轄水道局 

 

 

※本管の位置確認のこと→配管配線図へ 

 

 

 ゴミ集積場 

 

 所轄清掃事務所 

 

 

 

 

 

 消防関係 

 

 所轄消防署 

 

 

 

 

 

 電力関係 

 

 東京電力江東支社 

 

 

※新設道路の電柱位置確認のこと→配管配線図へ 

 

 

他

の

協

議

機

関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 都市ガス 

 

 東京ガス㈱ 

 東部地域計画部 

 

※本管の位置確認のこと→配管配線図へ 

 

 

 

 

    

 

 

   

      ※ 上記のほか、必要な機関との協議については、空欄をご使用ください。 

� 協議申し入れ時に、この写しを一部提出してください。 
巻末－１ 



事前相談先一覧 
平成１６年４月現在 

協議事項 主管課・所管官公署等 電話番号 所 在 

総合窓口 

 

区 都市計画課開発指導係 

 

５６６２－１１０１ 

 

※ 第３庁舎  

 

建築関係 

 

区 建築指導課指導第一係 

指導第二係、指導第三係

５６６２－６４８６ 

-１１０５,６４９２ 

※ 第３庁舎 

 

区道（区道総合窓口） 区 土木部計画課調整係 ５６６２－１８８５ 

（幅員・帰属手続） 区 土木部庶務課施設係 ５６６２－８３６７ 

（官民境界） 区 土木部計画課測量係 ５６６２－８３９４ 

（自費工事申請） 区 土木部庶務課占用係 ５６６２－１８８０ 

※ 第２庁舎２階 

都道 東京都第五建設事務所        ３６９２－４６５１ 葛飾区東新小岩 1-14-11

国道 建設省亀有出張所管理係 ３６００－５５４１ 葛飾区新宿 4-21-1 

京葉道路(新中川以東) 日本道路公団 ０４３－２５９－ ５２２１ 千葉市稲毛区長沼原町１７７

東京都都市整備局都市計画課 ５３８８－３２１３ 都庁第二庁舎 21 階 
都市計画道路 

区 都市計画課都市計画係 ５６６２－６３６９ ※ 第３庁舎 

建築基準法上の道路 区 建築指導課細街路係 ５６６２－０８５４ ※ 第３庁舎 

道路位置の指定 区 建築指導課調査係 ５６６２－１１０４ ※ 第３庁舎 

道

路

関

係 

開発行為による道路 区 都市計画課開発指導係 ５６６２－１１０１ ※ 第３庁舎 

私道防犯灯 区 土木部庶務課庶務係 ５６６２－８３７６ ※ 第２庁舎２階 

葛西清掃事務所 ３６８７－３８９６ 臨海町４－１－２ 

小松川清掃事務所 ３６８４－６０６０ 平井１－８－８ 

ゴミ集積場 

 

小岩清掃事務所 ３６７３－２５５１ 東小岩１－７－７ 

下水道 下水道局東部第二管理事務所 ５６６２－７１１２ 中央３－４－２０ 

水道局江戸川北営業所 ３６５０－１１７１ 東小岩２－６－２９ 水  道 

 水道局江戸川南営業所 ３６５３－４１４１ 松江５－４－１２ 

江戸川消防署 ３６５６－０１１９ 中央２－９－１３ 

小岩消防署 ３６７７－０１１９ 鹿骨２－４２－１１ 

消火栓 

（開発行為該当の場合） 

 葛西消防署 ３６８９－０１１９ 中葛西１－２９－１ 

電  力 東京電力江東支社 0 1 2 0‐ 9 9 5 - 0 0 2  江東区亀戸２－１－６ 

ガ  ス 東京ガス㈱東部地域計画部  ５６０４－８１３３ 荒川区南千住 3－13－1 

都・自然の保護と緑の回復に

関する条例(1000 ㎡以上) 

東京都環境局自然環境部 

緑環境課保全係開発規制担当 

５３８８－３５５４ 

  

都庁第二庁舎 8階 

 

公有地の拡大の推進に関

する法律の買取協議 

区 用地経理課用地係 

（公園予定地内 100 ㎡以上等）

５６６２－６２８９ 

 

※ 南棟３階 

 

掲示板  （３０区画以上） 区 広報課区政案内係 ５６６２－６１６８ ※ 南棟３階 

児童遊園（3000 ㎡以上） 区 土木部計画課水と緑の推進係 ５６６２－８３９３ ※ 第２庁舎２階 

防災施設（3000 ㎡以上） 区 防災課事業係 ５６６２－２１２９ ※ 北棟３階 

東京都第一区画整理事務所 ５６３２－１５１１ 江東区東陽７－３－５ 

篠崎駅東部地区事務所 ３６９８－４４２５ 篠崎町１－１０７－２ 

瑞江駅西部地区事務所 ３６７６－６０３５ 東瑞江２－５５－９ 

瑞江駅北部地区分室 ３６７８－６７５１ 西瑞江１－３５－４ 

一之江駅西部地区分室 ３６７４－４１７２ 一之江７－３－２４ 

葛西土地区画整理組合 ３６８８－１７３０ 東葛西６－１２－７ 

土地区画整理 

東葛西土地区画整理組合 ３８０４－３５０３ 東葛西８－３１－３ 

地区計画 区 都市計画課都市計画係 ５６６２－６３６９ ※ 第３庁舎 

                      ※  江戸川区役所    代表電話 （３６５２）１１５１    江戸川区中央１－４－１ 
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江戸川区住宅等整備指導要綱 
                     平成１６年１２月２８日決裁 

０４都都開１０第２号       

１．目的 
 この要綱は、区の健全な発展と市街地の秩序ある整備及び資源循環型社会を促進するために、

中高層共同住宅等建築物の建設及び店舗等一定規模以上の土地利用を行う場合、区が必要な指

導を行うための基準を定め、もって入居者の生活向上を図るとともに、地域特性を活かした、

だれにもやさしく暮らしやすい街づくり及び周辺地域との豊かなコミュニティ形成に寄与す

ることを目的とする。 
 
２．基本計画及び地区街づくりルールの尊重 
 街の魅力を一層高め、よりきめ細かな街づくりを推進するために、事業者は「街づくり基本

プラン（平成 11 年２月）」、「住まいの基本計画（平成 11 年８月）」等の区の定める基本計画及

び地区ごとの総意による街づくりルール（建築協定等）を尊重し、事業計画に反映するものと

する。 
 
３．適用対象 
 この要綱は、次に掲げるものについて適用する。 

 
４．土地の買い取り協議 
 「公有地の拡大の推進に関する法律」（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地取引を行

おうとするものは、所定の手続きを行い、必要に応じて用地買い取り協議を行うものとする。 
 
５．事前協議 
 事業者は、法定の申請を行う前（法定の手続きを要しない場合は、施設設置前）に区と協議

を行うものとし、建築物建設事業に係る各協議事項について、区と合意に達しなければならな

い。 
  なお、建築計画敷地と道路との「官民境界」については、あらかじめ道路管理者に確認する
ものとする。 
 
６．合意事項の履行 
 事業者は、区と合意に達した事項について、誠意を持って確実に履行するものとする。 

 
７．協議内容の変更 
 事業者は、協議成立後その内容に変更が生じた場合、速やかに区と再協議するものとする。 

 

(１) 以下の規模の土地利用、建築物建設事業を行うもの 
Ａ 中高層共同住宅 ３階以上かつ１０戸以上 

または、一団の土地に４０戸以上

Ｂ その他の建築物（倉庫、工場、店舗、事務所等） 施行区域面積３００㎡以上 

Ｃ 宅地開発及び戸建集団住宅 一団の土地を３区画以上 

※住宅建設を目的とした事業で、事業者が事業を行う以前において、一団の土地を形成

すると認められるものは一団地とみなす。 

(２) 上記規模の建築物のうち、特定商業施設の新設（Ｐ.３参照）を行うもの 
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８．協議事項の承継 
事業者は、建築物及びその敷地の譲渡等の際には、承継者にこの要綱に基づき指導された事

項及び合意事項の内容を周知徹底し、承継させなければならない。 

また、承継者は、承継した内容を変更する場合、事前に区と変更協議するものとする。 

 

９．完了検査 

事業者は、以下のとおり工事終了後に「工事完了届」を提出し、完了検査をうけるものとす

る。 

(1)提出時期  建物・駐車場・緑地・児童遊園・道路の後退整備工事等終了後。 

(2)手  順  ①検査希望日の 1週間前までに、区担当者と完了検査日時について打合わせ

る。 

②工事完了届（巻末６）２部を、検査日の５日前までに提出する。 

③検査完了後、検査確認の結果を記した書類を配布する。 

(3)連 絡 先  都市開発部都市計画課開発指導係 ℡０３(５６６２)１１０１ 

 
10．優良事業の表彰 
 この要綱に基づき協議したもので、魅力ある街づくりの発展に大きく貢献した物件について

は、「江戸川区優良まちなみ賞表彰要綱」によりその物件及び事業者を表彰する。 
 
11．事業計画の延期等の措置 

 事業者は建築物建設にあたり、著しく公益施設の機能及び生活環境が損なわれると認められ

る場合においては、事業計画の延期又は必要な施設負担について協議するものとする。 
 

12．非協力的事業者に対する措置 

 この要綱に基づく協議及び区の指導に応じない事業者の行う事業に対しては、状況に応じ

て、区長は必要な措置をとることがある。 
 

13．委任 

 この要綱による協議及び事業計画の提出並びに事業協議等の要領は別に定める。 
 
14．用語の定義 （関連するものだけを掲載しています。） 

 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 
 

(1)宅地開発 戸建集団住宅を前提とする宅地開発をいう。 
 

(2)施行区域 中高層共同住宅、住宅以外の建築物及び戸建集
団住宅の建設にあってはその敷地、宅地開発に
あってはその開発区域をいい、既存の道路等は
除く。 
 

(3)事業者 「３.適用対象」に掲げる土地利用、建築物建設
事業及び特定商業施設の新設を行う者をいう。 
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(4)団 地 戸建集団住宅、中高層共同住宅の建築物及び敷
地を含めたものをいう。 
 

(5)児童遊園 児童等を対象とし、遊具等を設置した広場をい
う。ただし、緑地を除く。 
 

(6)緑 地 有効幅員 30 ㎝以上の植栽緑地をいう。ただし、
児童遊園の植栽を除く。 
 

(7)高 木 植栽時に高さ 3.0ｍ以上かつ幹回り 20 ㎝以上
で、将来 5.0ｍ以上に成長する樹木をいう。 
 

(8)中 木 植栽時に高さ 1.5m 以上 3.0m 未満で、将来大木
に成長しない樹木をいう。 
 

(9)低 木 植栽時に高さ 30 ㎝以上 1.5m 未満で、成長して
も比較的樹高が伸びない樹木をいう。 
 

(10)地被植物 芝類、ツル植物等地上を被覆する植物をいう。 
 

(11)実質面積 緑地における面積算定に関して、接道部分を２
倍換算していない面積のことをいう。 
 

(12)防災施設 防災貯水槽をいう。 
  
(14)道路等 道路及びその付属物をいう。 
  
(17)集積場 清掃車が廃棄物の収集を行うための、道路に面

した廃棄物置場をいう。 
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Ｃ 宅地開発及び戸建集団住宅 
協議事項 

事業規模 協議事項 
 
   施行区域面積 
    画区画数３区画以上 
      ～ 
   施行区域面積 
        ５００㎡未満 
 

 ア 一宅地の区画割 
イ 道路等 
ウ 緑地 
エ 街路灯・防犯灯の設置（道路新設を伴う場合）  
オ 塀（生け垣等） 
カ 境界の明確化 
キ 排水施設 
ク 環境の保全 
ケ 雨水貯留浸透施設の設置 
コ 宅地造成等 

  施行区域面積 
       ５００㎡以上 
        ～ 
       ３，０００㎡未満 
 

 サ 上記の事項 
シ 廃棄物の集積場 
ス 広報掲示板の設置 
（計画区画数 30区画以上） 
   

 
   施行区域面積 
      ３，０００㎡以上 
 

 セ 上記の事項 
ソ 児童遊園 
タ 防災施設  
チ コミュニティ施設 
 （計画区画数 50区画以上） 
ツ 交通機関 
（計画区画数 50区画以上） 

 
1．一宅地の区画割 

(1)区画面積 
事業者は、宅地開発及び戸建集団住宅建設にあたり、一区画の敷地面積を７０㎡以上確保す

るものとする。ただし、多様な生活形態に対応したゆとりある居住環境整備のため、より広い

敷地面積の確保に努めるものとする。 
(2)区画形状  
事業者は、原則として路地状敷地が生じる区画割をしないものする。ただし、開発地全体の

敷地形状等により、やむをえない場合は、避難安全上配慮した区画形状とする。 
 
【避難安全上配慮した区画形状の例】 

①単独の場合                ②共有の空地を設けた場合 
 

前面道路                 前面道路 
 

 
         車 
 
 
 
 
 

 
 
避難上有効な幅員が確保された空地 
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２．道路等 
   事業者は、地域防災及び地域街づくりの観点から、道路等については、次の各号により整備

するものとする 
(1) 施行区域内、もしくはそれに接する道路、取り付け道路及び通路（見かけ上のものを
含む）については、原則として将来４ｍ以上の幅員が確保されるように、事業者の負

担において道路状に後退・整備し、都市計画道路及び区の計画街路等がある場合は、

その計画に適合させるものとする。さらに、幅員４ｍ以上の道路で、事前協議で確

認した「官民境界」が、民地側にある場合は、事業者の負担において道路状に後退・

整備する。なお、「道路状に後退・整備」とは、原則として道路付属物（Ｌ形溝、雨

水・汚水桝、街路灯等）を含めた後退・整備（復元）のことをいう。 
(2) 当該施行区域が道路等の交わる角敷地にある場合は、事業者の負担において隅切り部
分を道路状に築造もしくは建築物の配置等を工夫することにより、交差点付近の見通

しに配慮するものとする。 
(3) 施行区域外の道路との連絡道路は、事業者の負担において整備するものとする。又、
当該団地居住者の利用のために緊急に整備する必要のある周辺道路等についても、原

則として事業者の負担において整備するものとする。 
(4) 当該事業の工事等により破損させた既存道路の修復は、事業者が責任を持って行うも
のとする。 

(5) 前４号に掲げる整備は当該事業完了までに行い、完了後は立合いを行い、道路管理引
き継ぎ図を提出し引き継ぐものとする。 

(6) 道路は関連法令により築造し、詳細については主管課の指導を受けるものとする。  
 
３．排水施設 
 事業者は、排水施設の計画にあたり、区及び東京都下水道局と十分な協議をするものとする。 

 
４．児童遊園 
 事業者は、入居者を中心とした地域コミュニティ形成に寄与するため、施行区域面積３００

０㎡以上の場合、次の各号に定める基準の児童遊園を施行区域内に整備するものとする。又、

基準に適合した整備内容を有するおおよそ３００㎡以上の児童遊園については、協議により区

に無償譲渡するものとする。 
(1)技術基準 
ア 規模…….. 計画区画数×６㎡以上、もしくは施行区域の３％以上のいずれか数値の多

いものとする。 
イ 施設…….. 次に掲げるもののうち、児童遊園の規模に応じて必要なものを協議により

設置するものとする。 
園路及び広場、修景施設（植栽、花壇、日除け棚、噴水等）、休養施設（ベ

ンチ、スツール等）、遊戯施設（砂場、ブランコ、すべり台、鉄棒、スプ

リング遊具、複合遊具等）、便益施設（手洗所、水飲み等）、管理施設（園

名板、樹名板、くず入れ等）、電気照明施設（園灯、時計等） 
(2)植栽基準 
児童遊園面積の３０％以上に植栽するものとする（この児童遊園内の植栽面積は、緑地面

積に含まない）。なお、植栽基準については、「5．緑地」と同様とする。 
(3)その他 

 児童等に対する安全性については十分配慮するものとする。 
 
５．緑地 
 事業者は、都市における潤いや景観の向上を目的として、次の各号に定める基準により、施

行区域内に緑地を整備するものとする。 
(1) 設置基準 
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ア．規模 
① 下記②以外の区域            計画区画数×７㎡以上 
② 区画整理施行区域（施行済み・施行中）  計画区画数×６㎡以上 
①②ともに施行区域の５０％以上が商業系用途地域にある場合は、植栽規模の１／２と

することができる。また、全ての用途地域において、接道部緑化（※下図参照）を行っ

た場合は、この面積を２倍にみなすことができる。 
 

※ 接道部緑化 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 植栽基準 
ア． 緑地の実質面積に対し、高木（Ｐ．３参照）を３０㎡当たり１本以上、中木（Ｐ．３参

照）を２㎡当たり１本以上、低木（Ｐ．３参照）を３㎡当たり１０株以上の割合で植栽

し、残りは地被植物等で裸地のないようにする。ただし、地被植物や草花は植栽本数に

含まないものとする。 

イ． 緑化は接道面に重点を置くものとし、低木や地被植物等で植込地の手前側を縁取るとと

もに、常緑樹や落葉樹等樹木の特性を活かした配植に努め、季節感のある樹種を植栽す

るものとする。 

ウ． 敷地境界部分の緑地については、可能な限り生垣等によるものとする。なお、施行区域

の接道面にフェンス等を設ける場合は、その前面道路側を緑化するものとする。 
エ． 施行区域内にある樹木については可能な限り保存し、既存樹木の活用を図るものとする。

この場合、既存樹木についても植栽本数に算入できるものとする。 
オ． 高木及び中木には風除支柱（控木）を取り付けるものとする。 
カ． 客土量や不透水層の改良等、十分な植栽基盤の整備に努めるものとする。 
キ． 構造物の基礎及び給排水管設備等、地下埋設物には十分留意するものとする。 

 
６．広報掲示板の設置 
 事業者は、入居者及び周辺住民が区政情報を身近に確認できる手段として、計画区画数３０

区画以上の場合において、別に定める基準の広報掲示板を区と協議のうえ、設置するものとす

る。 
 

・建築物と道路との間隔が３ｍ未満の場合

は、道路等の側端から奥行き３mまでの緑地

も含めることができる。 

・道路等の側端から建築物の壁面まで間に

緑地を設ける。 

緑地面積を２倍にみな

すことのできる部分 

道 路 等 

道 

路 

等 

建築物 

道 路 等 

道 

路 

等 

建築物 

３ｍ 

３ｍ 
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７．街路灯・防犯灯の設置 
道路新設（付け替え等含む）をともなう宅地開発の場合、次に定める基準により街路灯ま

たは防犯灯を設置するものとする。 
設置基準 
設置対象規模 灯種別 設置間隔 引継ぎ先 

原則、延長 30ｍ以上の
公道新設 

街路灯 80ｗ水銀灯
区 

原則、延長 30ｍ以上の
私道新設 

防犯灯 20ｗ蛍光灯
25～30m 

町会または住民代

表者 
 
８．防災施設 
事業者は震災等災害時に、入居者及び周辺住民の消火用水等として確保するため、施行区域

面積３０００㎡以上の開発については、次に定める防災施設を区と協議のうえ、設置するもの

とする。 

防災貯水槽 

ア 施行区域内に４０ｔ槽以上を独立形式で設置するものとする。 

イ 区指定のマンホール・標識を設置し、マンホールの位置は道路端より６ｍ以内に設

置するものとする。設置条件等で６ｍ以内に設置できない場合は消防用採水口を２

口設置するものとする。 

ウ 技術基準等については、別に定める。 
 
９．境界の明確化 
 境界については、石杭等を埋設し明確にするものとする。 
 
10．塀（生け垣等） 
 施行区域及び区画割境界については、可能な限り生け垣等によるものとし、やむを得ずブロ

ック塀を築造する場合は、耐震構造とするものとする。 
 
11．宅地造成等 

 施行区域と隣接宅地及び道路との間に著しい高低差が生じないよう努めるものとする。 
 
12．コミュニティ施設 

 事業者は、地域のコミュニティづくりの促進を図るため、計画区画数が５０区画以上の場合、

区と協議により多目的に利用できる施設を原則として施行区域内に設置するものとする。 
 

13．交通機関 

 事業者は、計画区画数５０区画以上で、区が必要と認めた場合は、次に定めるところによ

り当該団地居住者の交通の利便を確保するものとする。 
(1)関係バス交通機関と協議し、既存路線等のある場合は増発の措置を、路線のない場合は

新設等の措置を講ずるものとする。又、道路整備等が必要な場合は、区を含めた三者で

協議し適当な措置を講ずるものとする。 

(2)前号によりがたいときは、事業者の責任において、自主的な措置を講じ交通の利便を確

保するものとする。 

 
14．廃棄物の集積場 

 事業者は、一般廃棄物と資源ごみを適正に収集することにより、街の美観と道路の機能を
確保するため、所管の清掃事務所と事前に協議のうえ、施行区域内の道路に面した場所に、

廃棄物・資源ごみ収集のための集積場を確保するものとする。 
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15．環境の保全 

 建築物の建設にあたり、公害の発生及び周囲の環境を考慮し、紛争を未然に防止しえるよ

う努めるとともに、当該事業に起因するその他の問題が生じた場合は、直ちに区と協議し、

必要な措置を講ずるものとする。 
 

16．雨水貯留浸透施設の設置 

 事業者は、建築物の建設にあたり、雨水貯留施設の設置による水資源の有効活用や、雨水

浸透施設の設置による下水道等への負担の軽減に努めるものとする。 
(1) 雨水貯留施設 
屋根に降った雨水を一時的に貯めて、散水やトイレ用水等の生活用水として有効活用する 

ア．雨水タンク 

イ．地下ピット槽 

(2) 雨水浸透施設 
敷地に降った雨水を細かな隙間から地中に浸透させ、下水道等への負担の軽減や、洪水

時における河川への流出増の抑制を図る。 

ア．緑化空間 

土壌や緑化ブロックで覆われた植栽地により、照返しを緩和すると共に、雨水を

土中へ透水・保水させるものとする。 

イ．透水性舗装 

雨水を直接舗装体に透水させ、路床の浸透能力により雨水を地中へ浸透させる構

造とする。なお、道路としての所定の強度を有しなければならない。 
ウ．浸透雨水ます 

ますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水を底面や側面から地中へ浸透させる構造

とする。 

エ．浸透トレンチ 

浸透ますに連結された有孔管の周辺を砕石で充填し、導いた雨水を管の孔から地

中へ浸透させる構造とする。 
オ．浸透側溝 

側溝の周辺を砕石で充填し、雨水を側面及び底面から地中へ浸透させる構造とする。 
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 特    例 
(1) 都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）による再開発事業及びこれに準ずる事業並びに東
京都、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社その他公的機関の行う開発行為等の

事業については、この要綱の一部を適用除外とすることができる。 
(2) 建築協定地区の特例 
   建築協定地区については、この要綱のうち緑地及び児童遊園について適用除外とするこ

とができる。 
(3) 地区計画区域内の特例 
   地区計画地区については、この要綱の一部を適用除外とすることができる。 
(4) 総合設計制度の特例 
   総合設計制度を活用して行う事業計画については、この要綱の一部を適用除外とするこ

とができる。 
 付    則 
  （要綱の施行） 
 １ この要綱は、平成１７年 4月 1 日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この要綱の施行日の前日までに、旧要綱の規定により受理したものについては、なお

従前の例による。 
 
改正経過 
昭和４７年１２月 ６日 ４７江企発第５１号  江戸川区宅地開発及び住宅建設指導要綱 
昭和５０年 ８月 １日 ５０江企都発第２７号 江戸川区宅地開発及び住宅建設指導要綱 
昭和５２年 ７月１１日 ５２江企企発第２１号 江戸川区宅地開発及び住宅建設指導要綱 
昭和５３年１０月１２日 ５３江企企発第４７号 江戸川区宅地開発及び住宅建設指導要綱 
昭和５５年 ２月１６日 ５４江開調発第１号  江戸川区住宅等整備指導要綱 
昭和６１年 ７月 １日 ６１都開庶ク３－３第１号  江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成 ６年 ７月 １日 ６都都都ウ１－４第１号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成 ９年 ４月 １日 ８都都開ウ１－３第１号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成１２年 ４月 １日 11都都開ウ１－３第１号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成１３年１０月 １日 13都都開ウ１－３第 2号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成１４年１０月 １日 14都都開ウ１－３第１号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成１５年 ４月 １日 14都都開ウ１－３第２号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成１６年 ４月 １日 15都都開ウ１－３第１号   江戸川区住宅等整備指導要綱 
平成１７年 ４月 １日 04都都開１０第２号     江戸川区住宅等整備指導要綱 
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協議申し入れの添付書類 
区分 添付書類 部数 

宅

地

開

発

及

び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

戸

建

集

団

住

宅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

①協議申入書（巻末３） 

②事業計画書（巻末４） 

③委任状（巻末５） 

④事業施行地案内図 

⑤事業計画図（土地利用計画図）※見本参照のこと 

⑥敷地現況図（計画地と隣接する道路状況等の情報を詳細に表現したもの）

歩道・緑道・ 通路等・都市計画道路の情報も記載する    

⑦敷地求積図（地積測量図）※Ａ 

⑧配管・配線計画図（上水道・下水道・ガス・電気等について、道路か

らの建築物への引込み状況。新設、既設別も表示） 

⑨緑化計画図、緑化求積図（配植計画、設備等）※見本参照のこと 

⑩公図（写し） 

⑪事前相談表（巻末１）※Ｂ 

   ３部  
 
ただし、道

路位置指定

を伴う場合 
４部 

添付図面に関しては、Ａ３～Ａ２程度の図面で作成する。 
 
※Ａ 後退部分（隅切り含む）が生じる場合、その部分の面積も表示する。 
※Ｂ  事前相談表は、計画に応じ必要な関係機関との相談・調整を行った結果を記録し、協議申し入
れ時に１部のみ提出する。 

※ 開発行為該当の場合の申請書類は、別冊になります。 



 

防犯灯関係資料 

問合せ先 
土木部 庶務課 庶務係    ℡３６５２－１１５１（内線）３２２１ 
土木部 計画課 調整係         〃    （内線）３２５８ 
都市開発部 都市計画課 開発指導係   〃    （内線）２４３４ 
 


